
実務修習結果簿
（

記入及び取扱いの注意

1 事前に，表紙に担当教官の氏名・自己の組・番号・氏名・配属地・修習順序を漏れなく記入し

ておくこと。

2指導担当官（者）への提出時期は各配属庁会の修習の終了時であるから，記入すべき事項は平

素から整理しておくことが望ましい。

3各配属庁会の修習終了時に，修習生各自で指導担当官（者）に提出して検印をもらい，回収す

ること （指導担当官（者)･の氏名欄も，修習生各自が記入する｡)。

4民事裁判修習期間中に刑裁起案を行った場合など本来の配属庁会での修習期間中に，他の実

務修習をした場合は，本来の配属庁会に係る結果簿の該当の欄にその結果を記載すること。

5記入に当たって不明の点があれば，指導担当官（者）又は担当教官に質問すること。

6 この結果簿は，司法研修所における集合修習開始日に回収する。

7余白がなくなったときは，適宜A4の紙（コピー用紙等）を追加して記載すること。その際には，

枝番を付したページ番号を記載し（例： 10－1， 10－2)，ページの連続性を明らかにすること。

※この結果簿は，担当教官の閲覧を受けた後,各自に返還される。

なお，記載された内容は，司法修習の在り方等を検討するために使用する場合がある。

I

平成29年度（第71期）

配属地 修習順序

～ ～ ～

氏名 研修所

組 番

司法研修所

教官氏名

民事裁判 刑事裁判 検 察 民事弁護 刑事弁護



民事裁判修 習

1 起案

！

－1－

配属部

指導担当

裁判官

検 印

修習期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日 まで

欠席日数

日

配属部

指導担当

裁判官

氏 名

番号 事件名／起案の種類 検討事項及びその結果概要

1

事件名：

ロサマリー・ライティング

口争点整瑠口事実認定

口判決起案

口争点整理/口事実認定

(口対席/口欠席/口公示送達）

(口全文/口一部）

ロリサーチ・ペーパー

口和解条項

口既済記録・修習記録を使用

検討事項：

検討結果：



(注） 問研混案は， 「5 その他」に記入すること。

－2－

事件名：

ロサマリー・ライティング

口争点整理/口事実認定

口判決起案

口争点整理/口事実認定

(口対席/口欠席/口公示送達）

(口全文ノロー部）

nリサーチ・ペーパー

口和解条項

口既済記録・修習記録を使用

検討事項：

検討結果：

事件名：

ロサマリー・ライティング

口争点整理/口事実認定

口判決起案

口争点整理/口事実認定

(口対席/口欠席/口公示送達）

(口全文/口一部）

、リサーチ・ペーパー

口和解条項

口既済記録・修習記録を使用

検討事項：

検討結果：

事件名：

ロサマリー・ライティング

口争点整理/口事実認定

口判決起案

口争点整理/口事実認定

(口対席/口欠席/口公示送達）

(口全文/口一部）
◎

、リサーチ・ペーパー

口和解条項

口既済記録・修習記録を使用

事件名：

ロサマリー・ライティング

口争点整理/口事実認定

口判決起案

口争点整理/口事実認定

(口対席/口欠席/口公示送達）

(口全文/口一部）

ロリサーチ・ペーパー

口和解条項

口既済記録・修習記録を使用

検討事項：

検討結果：

■

検討事項：

検討結果：



〆

2法廷傍聴等

－3－

番号 手続 検討事項 検討結果等

1

2

3

4

5

6

7

8



(注） 傍聴については，記録を読んだ上で問題点を検討して傍聴に臨んだものや，傍聴後に問題点につい

て検討したものに限って記入すること。 「検討結果等」欄には，検討結果や指導担当裁判官から指導さ

れた内容等を記入する。

－4－

処
、
い
り
巾
α
Ｐ



3特殊事件。特殊手続等

（1） 保全・執行・倒産

①保全

②執行

』

③倒産

(注） ①～③について，講義等において事件記録の検討を行った場合には， 「講義」と ｢事件」の両方をチ
ェックし，検討を行った事件記録の件数を記入すること。

－5－

口講義

口事件（ 件）

講義・修習した事件の内容・検討結果等

口講義

口事件（ 件）
《

Ｉ

４

ｑ

講義・修習した事件の内容・検討結果等

口講義

口事件（ 件）

講義・修習した事件の内容・検討結果等



(2) 特殊事件（行政，労働，商事，手形，知的財産権等）

(3) 特殊手続（検証，裁判外での証人尋問，証拠保全，書記官事務等）

－6－

事件の種類 検討事項及び検討結果等

手続の種類 検討事項及び検討結果等



4研究，講義，見学等

（

－7－

項目 検討事項及び検討結果等



5その他

’

’(注） 1 修習内容等の欄には，具体的な修習内容，感想等を記入する。

2適宜各欄の大きさを定め， 1件ごとに横線により区切りを設ける。

－8－

項目 修習内容等

● U



刑事裁判修 習

、

垣

1 起案

－9－

配属部

指導担当

裁判官

検 印

令状事務

指導担当

裁判官

検 印

修習期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日 まで

欠席日数

日

配属部

指導担当

裁判官

氏 名

令状事務
指導担当
氏 名

番号 事件名等 検討事項及びその結果概要

1

事件名：

口既済記録を使用

8

検討事項：

口事実認定上の問題口量刑の問題口手続上の問題□その他

検討結果：



(注） 1 該当する□をすべてチェックすること。

2刑事修習記録に基づく問題研究起案は， 「5その他」に記入すること。
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番号 事件名等 検討事項及びその結果概要

事件名：

口既済記録を使用

検討事項：

口事実認定上の問題口量刑の問題口手続上の問題□その他

検討結果：

事件名：

口既済記録を使用

検討事項：

口事実認定上の問題口量刑の問題口手続上の問題□その他

検討結果： ．

事件名： ．

口既済記録を使用

検討事項：

口事実認定上の問題口量刑の問題口手続上の問題□その他

検討結果：

事件名：

口既済記録を使用

検討事項：

口事実認定上の問題口量刑の問題口手続上の問題□その他

検討結果：



2問題点を検討した手続傍聴

1

－11－

番号 事件名／手続の種類 検討事項及びその結果概要

1

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕
0

検討事項：

検討結果等：

2

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

3

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

4

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

5

事件名：

ロ裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：



－12－

番号 事件名／手続の種類 検討事項及びその結果概要

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕◆

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：



＄

(注） 1 傍聴の前後に問題となる事項を検討した事件に限って記入すること。

2該当する□をすべてチェックすること。手続の種類で「その他」をチェックした場合には，そ

の右の〔 〕欄に具体的な手続の種類を記入する。令状手続は3に記入する。

3 「検討結果等」欄には，検討結果や指導担当裁判官から指導された内容等を記入する。

－13－

番号 事件名／手続の種類 検討事項及びその結果概要

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：



3令状事務

(注） 1 項目欄には， 「令状事務に関する講義」 「勾留請求記録の検討及び勾留質問手続の傍聴○件」な

どと，修習の種類を具体的に記入する。ただし，勾留質問手続の傍聴については，記録を読んだ

上で問題点を検討して傍聴に臨んだものや傍聴後手続等の問題点について検討したものに限って

その件数を記入する。

2項目により適宜各欄の大きさを定め， 1件ごとに横線により区切りを設ける。

3令状喜務に関して起案を行った場合には1に記入する。

4模擬裁判

(注） 1 該当する□をすべてチェックすること。

2選択型修習における模擬裁判プログラムはここに記入しないこと。

-14-

’

項目 検討事項及びその結果概要

事件名／手続の種類 役割及び問題となった事項の概要

事件名：

口公判前整理口公判口評議口判決

口検察官口弁護人口裁判官口証人口被告人□その他

問題となった事項：

事件名：

口公判前整理口公判口評議口判決

口検察官口弁護人口裁判官口証人口被告人□その他

問題となった事項：



5その他

イ

(注） 1 項目欄には， 「問題研究」 「書記官事務に関する講義」など，修習の内容が分かるように記入す

る。

2項目により適宜各棡の大きさを定め， 1件ごとに横線により区切りを設ける。

3修習生が自主的に行う勉強会において裁判官から協力・指導等を得た場合には，その旨が分か

るように記入する。
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項目 検討事項及びその結果概要



家庭裁判所の修習

1 家事事件

Ｊ
１

－17－

配属部

指導官

検 印

修習期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日 まで

欠席日数

日

配属部

指導官

氏 名

項目 問題となった事項



(注） 項目柵には，審判傍聴，訴訟傍聴，調停傍聴，起案，調査立会い，講義，研究会，見学等を記

入し，問題となった事項欄には，事件や講義等の概要及び問題となった事項に関する検討結果や

指導担当裁判官から指導された内容等を具体的に記入する。

－18－

項目 問題となった事項



2少年事件

｛

(注） 項目欄には，審判傍聴，起案，調査立会い，講義研究会，見学等を記入し，問題となった事

項欄には，事件や講義等の概要及び問題となった事項に関する検討結果や指導担当裁判官から指

導された内容等を具体的に記入する。

－19－

配属部

指導官

検 印

修習期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日 まで

欠席日数

日

配属部

指導官

氏 名

項目 問題となった事項



検察修習

1 検察実務導入教育

講義・談話演習(注)，取調べ傍聴，その他

（

-21-

指導官

検印

修習期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日 まで

欠席日数

日

指導官

氏 名

事項 時間数 修習内容等

(例）講義（事件受

理時の留意点等）
○時間

警察から送致を受けた事件について，検察官として留意すべき事項，

補充捜査の在り方等についての講義。

(例）模擬取調べ

演習
○時間

確定事件記録（自動車窃盗で犯人性を否認していた事案）を用いて，

修習生がA役・P役に分かれ，模擬取調べを実施。

〃



(注） 処理済みの事件記録（確定した事件や不起訴処分とした事件の記録を含む。以下同じ｡）等を用いた

演習等のうち，導入教育として実施されたものを記入する。 ’

2捜査実務演習

（1） 捜査及び事件処理等

－22－

事項 時間数 修習内容等

例

罪 名

強 盗

被疑者数

2

事案の概要及び問題点

2人組により連続路上強盗事件(3件)。

強取金額合計15万円。

強盗と恐喝の区別が問題になった。

身柄区分

勾留

処分内容

公判請求

関与形態

修習生2名共同捜査

修習の内容

強盗と恐喝の区別につき裁判例を調査し，事件検討メモの作成と

起訴状の起案。

Vのうち1名の取調べを担当。

例

罪 名

強盗殺人

被疑者数

1

事案の概要及び問題点

コンビニで万引きをしたAが，これに気付き

捕まえようとした店員を，所携のナイフで刺

殺した事案。

殺意の有無が問題となった。

身柄区分

勾留

処分内容

公判請求

関与形態

確定事件記録を用いた演習

修習の内容

確定記録のうち，送致段階の記録の配布を受け，争点の把握，補

充捜査事項等を検討し，その後，追送された記録の配布を受け，

殺意等についての事件検討メモ，起訴状を作成。



（

－23－

1

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

2

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

3

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

4

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

5

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容



(注） 1 処分内容柵には，起訴の場合，公判請求，即決裁判手続，略式請求の別等を，不起訴の場合，

裁定主文を記入する。

2関与形態柵には， 「単独｣， 「修習生○名の共同捜査」等と記入する。

3修習の内容欄には， 当該事案に関して行った捜査方針の検討，取調べその他の証拠収集活動，

終局処分の検討，起訴状や決裁メモの起案等について記入する。

4修習の内容欄に，取調べについて記入する場合，取調べの対象者（被疑者，被害者等）が分か

るように記入する。また，取調べについては，発問全てを行った場合に限らず，発問の一部を行

った場合であっても，修習の内容欄に記入して差し支えない。

5処理済みの事件記録等を用いた演習について記載する場合には，関与形態欄に「確定事件記録

を用いた演習」などと記入する。

－24－

6

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容
、

関与形態

修習の内容

7

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

8

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

9

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容



(2) その他

(注） この欄には，捜査実務に関する修習のうち， 2(1)に該当しないもの，例えば，検察演習問題等の検

討・討論各修習生が処理した事件についての発表会のほか,捜索・差押え，検証，実況見分，検視，

司法解剖等の各立会い等について記入する。

3公判実務修習

I

－25－

事項 修習日数 修習内容等

罪名及び事案の概要 修習・起案の内容

例

覚せい剤取締法違反

暴力団員である被告人が，覚せい剤を営利目的で輸

入した事案。

･証拠整理証拠等関係カードの起案

･冒頭陳述要旨の起案

･譲受人の証人テストの立会い及び尋問事項書の起案

･裁判員裁判のリハーサルへの参加（発問等）

･事件記録を検討し， 当該事件の公判前整理手続/公判手続を傍聴

1

2

3



(注） 1 処理済みの事件記録等を用いた演習について記載する場合には，罪名及び事案の概要欄の罪名に

続けて「(確定事件記録を用いた演習)」などと記入する。

2起案を行った場合には， 「○○の起案」と記載し，その旨明示する。

4その他

(注） この欄には，検察一斉起案及びその講評のほか， 1に該当しない講義，講話，見学，研究会等を記

入する。

’
－26－

口

罪名及び事案の概要 修習・起案の内容

4

5

事項 修習日数 修習内容等

／

』■



弁護修習

I 民事弁護

1 法律相談（弁護士会， 自治体及び事務所等におけるもの)，交渉，受任等の立会傍聴

I

－27－

指導担当

弁護士検印

修習期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日 まで

欠席日数

日

指導担当

弁護士

氏 名

番号 相談内容等の概要 問題点とその検討結果



(注） 1 番号欄には番号を付し，事案の内容により適宜各欄の大きさを定め， 1件ごとに横線により区
切りを設ける。

2 1件ごとに，予想される問題点及び聴取技術・弁護士倫理上考慮した点等について留意し，そ
れらについて事前・事後に検討した結果を記入する。

3争訟事案(裁判所又は裁判外紛争解決制度により解決される法律上の紛争事案)以外の依頼者・
顧問先等との打合せも記入する。

4争訟事案の当事者等との打合せは， 2(3)又は2(5)に記入する。

2争訟事案（裁判所又は裁判外紛争解決制度により解決される法律上の紛争事案）

－28－

番号 相談内容等の概要 問題点とその検討結果

1

事件名

手続・審級

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検討結果，起案上留意した点

2

事件名

手続・審級

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検討結果，起案上留意した点



（

(注） 1 裁判所提出書面だけでなく，依頼者への期日報告書，法的問題点に関する検討メモ， リサーチ

ペーパー等も含む。

2 6件以上起案した場合には，別紙に記入する。

3尋問事項書等立証に関わる起案は， (4)に記入する。

－29－

3

事件名

一

手続・審級

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点
9

問題点についての検討結果，起案上留意した点

4

事件名

手続・審級

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検討結果，起案上留意した点

5

事件名

手続・審級

起案の種類

事案の概要

◆

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検討結果，起案上留意した点

6

事件名

手続・審級 。

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検討結果，起案上留意した点



(2) 弁論等傍聴（口頭弁論，弁論準備和解，調停，審判，審尋，裁判官面接等）

(注） 1 傍聴の前後に担当弁護士から指導を受け，あるいは事件の記録を十分検討するなど手続進行に

ついて修習生が学修を行った場合に記入し，単に法廷傍聴をしただけの場合は， この表に記入す
る必要はない。

2尋問を傍聴した場合には(4)に記入する。

3 1件ごとに，横線により区切りを設ける。

－30－

番号 事件名 手続 問題点 検討結果等

ひ



(3) 当事者との打合せなど

（

1 期日間の打合せのみならず， 申立前の打合せ，事件終了後の打合せも記入する。

2尋問等の打合せも記入する。

3 1件ごとに，横線により区切りを設ける。

(注）

－31－

番号 打ち合わせた内容等 問題点とその検討結果

〆



(4) 証人尋問等立証活動

①尋問事項書等立証に関わる起案

’

(注） 1 書証の提出の検討並びに証拠説明書及び主張と証拠の関係の整理メモの作成もここに記入する。

2人証に関する立証計画，陳述書の作成，尋問事項の検討（反対尋問の検討も含む｡)，その他人

証に関する検討とこれらに関するメモの作成等もここに記入する。

3既済事件の記録に基づき起案を行った場合も記入する。

②尋問の傍聴及び尋問後の検討

(注） 1 尋問の傍聴に際し事前に準備した事項と，それを踏まえての傍聴結果，感想証人尋問調書の
検討等を記入する。

2事前に準備した事項について，起案欄で記入済みの場合にはその旨記入すれば足りる。

－32－

事件名 起案の種類 事案の概要・起案内容 問題点とその検討結果等

恥

事件名 争点 事前に準備した事項 傍聴結果等

ｰ



(5) 保全・執行・倒産等

①保全

(注） 1保全事件（仮差押，仮処分，保全異議，保全取消し）について，相談への立会い， 申立書等の

起案，裁判官との面談への立会い，担保金関係業務等を経験した場合には， ここに記入する。

2既済事件の記録に基づき申立書等の起案を行った場合も記入する。

1

②執行

(注） 1 執行事件について，相談への立会い， 申立書等の起案，執行官による執行の立会い等を経験し

た場合には， ここに記入する。

2既済事件の記録に基づき申立書等の起案を行った場合も記入する。I

③倒産

(注） 1 倒産事件について，相談への立会い， 申立書等の起案，管財人事務等，審尋期日，債権者集会

の傍聴等を経験した場合には， ここに記入する。

2既済事件の記録に基づき申立書等の起案を行った場合も記入する。

－33－

事件名 手続 内容 問題点及びその検討結果等 起案

事件名 手続 内容 問題点及びその検討結果等 起案

事件名 手続 内容 問題点及びその検討結果等 起案



④その他（証拠保全等）

(注） 既済事件の記録に基づき申立書等の起案を行った場合も記入する。

3 1及び2以外の弁護士業務（契約書の起案等，株主総会等の立会傍聴，その他の弁護士業務）

(注） 内容欄には，実体法上の問題点，聴取技術・資料調査方法，弁護士倫理上考慮した点について適宜

記入する。

4事務職員の業務（事件簿， ファイリング，文書管理，記録の保管，裁判所等との連絡事務，依頼者・
阜

顧問先データ管理，会計処理等について修習した場合）

－34－

事件名 手続 内容 問題点及びその検討結果等 起案

番号 内 容 問題点及びその検討結果等

内 容 問題点及びその検討結果等



Ⅱ刑事弁護

1 被疑者弁護

(注） 1 「自白・否認の別」の「否認」には，一部否認を含む。

2 「活動の具体的内容」には，接見，身柄解放に向けた活動，被疑者や関係者との面接，示談交

・ 渉，検察官との面談，起案（準抗告申立書等の裁判所提出書面だけでなく，弁護方針や問題点に

関する検討メモも含む｡）等の概要を記入する。

2被告人弁護
（

－35－

番号 事件名
自白 ．

否認の別
活動の具体的内容 問題点とその検討結果等

(口少年）

(口国選

口私選

口当番）

口自白

口否認

(口少年）

(口国選

口私選

口当番）

口自白

口否認

(口少年）

(口国選

口私選

口当番）

口自白

口否認

番号 事件名
自白 ．

否認の別
活動の具体的内容 問題点とその検討結果等

(口国選

口私選）

口自白

口否認

(口国選

口私選）

口自白

口否認



1 被疑者段階から関与した被告人については，被疑者弁護欄の番号を記入する。

2 「自白・否認の別」の「否認」には，一部否認を含む。

3 「活動の具体的内容」には，接見，保釈請求，公判準備（証拠検討，方針検討，現場見分，被

告人等との打合せ，尋問準備等)，示談交渉，公判前整理や公判への立会い，起案（保釈請求書，

弁論要旨等の裁判所提出書面だけでなく，弁護方針や問題点に関する検討メモも含む｡）の概要を

記入する。

(注）

3少年付添い

’

(注） 1 「自白・否認の別」の「否認」には，一部否認を含む。

2 「活動の具体的内容」には，面会，身柄解放に向けた活動，少年や関係者との面接，示談交渉，

検察官との面談，調査官や裁判官との面会，審判準備（記録検討，方針検討，現場見分，証人や

関係者等との打合せ，尋問準備等)，起案（意見書等の裁判所提出書面だけでなく，方針や問題点

に関する検討メモも含む｡）等の概要を記入する。 ’

’

－36－

(口国選

口私選）

口自白

口否認

番号 事件名
自白．

否認の別
活動の具体的内容 問題点とその検討結果等

(口国選

口私選）

口自白

口否認

(口国選

口私選）

口自白

口否認

(口国選

口私選）

口自白

口否認



Ⅲ民事。刑事共通

講義講演，見学及び模擬裁判その他等

I

I

－37－

項目 講師・見学先等 主な内容

グ

／
／
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